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1. 背景 

自転車は、買物や通勤、通学、子供の送迎など日常生活における身近な移動手段や、サ

イクリングなどレジャーの手段等として、多くの人々に利用されている。 

我が国においては、こうした極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への

負荷の低減、災害時における交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な

課題であることに鑑み、自転車の活用の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明ら

かにし、及び自転車の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、自転

車活用推進本部を設置することにより、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進すること

を目的とし、「自転車活用推進法」が平成 29年５月に施行されている。 

同法に基づいて政府では、第１次自転車活用推進計画を平成 30 年６月に、第２次自転

車活用推進計画を令和３年５月に閣議決定しており、「自転車交通の役割拡大による良好

な都市環境の形成」、「サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現」、

「サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現」、「自転車事故のない安全で安心な社

会の実現」の４つの目標を掲げて取り組んでいる。 

また同法では、地方公共団体は、その区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する

責務を有することが規定され、自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画（以下「市

町村自転車活用推進計画」という。）を定めるよう努めることとされており、同計画には、

自転車ネットワーク計画を位置付けることが基本となっている。 

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（以下「本ガイドライン」という。）

は、「自転車は『車両』であり車道通行が大原則」という観点に基づき、面的な自転車ネ

ットワーク計画の作成方法や、交通状況に応じて、歩行者、自転車、自動車が適切に分離

された空間整備を行うための自転車通行空間設計の考え方等について提示しており、平成

24年 11月に作成し、平成 28年７月に改定を行っている。 

その後、「自転車活用推進法」が施行され、国及び都道府県が定めた自転車活用推進計

画を勘案しながら、全国において自転車ネットワーク計画を位置付けた「市町村自転車活

用推進計画」の策定が進んでいる。平成 31 年には道路構造令の改正により自転車通行帯

が位置付けられ、令和５年には改正道路交通法が施行され、いわゆる電動キックボード等

のうち、一定の基準に該当するものを特定小型原動機付自転車と定義し、自転車と同様の

空間を走行することとなった。 

そこで、第２次自転車活用推進計画において、本ガイドラインの見直しを図ることが示

されていることに加え、前回改定後に生じた情勢の変化を踏まえつつ、安全で快適な自転

車利用環境の創出が一層進むよう、本ガイドラインを見直すこととした。加えて、実務担

当者が考え方や留意点をより具体に理解できるよう、自転車活用の推進に関する各種資料

も別途紹介しているので、あわせて参考とされたい。 

 

 

自転車ネットワーク形成の進め方 
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2. ガイドラインの位置付け 

本ガイドラインは、各地域において、道路管理者や都道府県警察が自転車ネットワーク

計画策定及び自転車通行空間の整備と併せ、全ての道路利用者に自転車の通行ルールを徹

底するなど、ハード、ソフトの両面から幅広い取組が行われるよう、自転車利用環境整備

に関係する河川管理者、港湾管理者など行政機関や地元住民、道路利用者など関係者と連

携して実施すべき事項について記載している。後述する計画検討体制の活用等により、地

域の実情を十分踏まえ、関係機関等と適切に役割を分担した上で、各種取組を検討、実施

されることが望ましい。 

また、本ガイドラインは、自転車ネットワーク計画の基本方針や計画目標に応じて選定

された、面的な自転車ネットワークを構成する路線を対象として実務的な検討事項等をと

りまとめているものであるが、その他の道路で自転車通行空間整備を行う場合にも、必要

に応じて本ガイドラインに準じた整備を行うとともに、その区間を将来的に自転車ネット

ワーク計画路線として位置付ける検討を行うものとする。 

なお、記載した内容は、あくまでも標準的な考え方等を示したものであるため、具体の

取組の検討にあたっては、地域の課題やニーズ、交通状況等を十分に踏まえる必要がある。 
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3. 用語の定義 

3.1 用語の定義 

本書で用いる用語は、以下のように定義する。 

 

1) 自転車 

道路交通法第 63条の３に規定する「普通自転車」をいう。 

なお、「普通自転車」とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適

合する自転車で、他の車両を牽引（けんいん）していないものをいう。 

「内閣府令で定める基準」としては、道路交通法施行規則第９条の２で次のよう

に規定されている。 

一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 

 イ 長さ 190センチメートル 

 ロ 幅 60センチメートル 

二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 

 イ ４輪以下の自転車であること。 

ロ 側車を付していないこと。 

 ハ １の運転者席以外の乗車装置（幼児用座席を除く。）を備えていないこと。 

 ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 

 ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 

 

2) 自転車通行空間 

自転車が通行する道路、又は道路の部分をいう。 

 

3) 自転車ネットワーク路線 

自転車の車道通行を基本とし、安全かつ円滑な交通を確保できる空間を連続的に

提供する自転車ネットワークを構成する路線をいう。 

 

4) 自転車ネットワーク計画 

安全で快適な自転車利用環境の将来像に応じて自転車ネットワークを計画的かつ

継続的に創出するため、面的な自転車ネットワーク路線を選定し、その路線の整備

形態等を示した計画をいう。 

 

5) 自転車道 

道路構造令第２条第２号に規定する、専ら自転車の通行の用に供するために、縁

石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 

なお、道路交通法上も、自転車道として扱われる。 
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6) 自転車通行帯 

道路構造令第２条第 15号に規定する、自転車を安全かつ円滑に通行させるために

設けられる帯状の車道の部分をいう。 

なお、道路交通法上の普通自転車専用通行帯とするには、併せて交通規制が必要

となる。 

 

7) 自転車専用通行帯 

道路交通法第 20 条第２項の道路標識又は道路標示（以下「道路標識等」という。）

により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければなら

ない車両通行帯として指定された道路の部分をいう。道路交通法では、普通自転車

専用通行帯としているが、本ガイドラインでは 1）を踏まえて自転車専用通行帯と

記述する。 

 

8) 自転車専用道路 

道路法第 48 条の 14 第２項における、専ら自転車の一般交通の用に供するために、

独立して設けられる道路又は道路の部分をいう。 

 

9) 自転車歩行者専用道路 

道路法第 48 条の 14 第２項における、専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供

するために、独立して設けられる道路又は道路の部分をいう。 

 

10) 自転車歩行者道 

道路構造令第２条第３号に規定する、専ら自転車及び歩行者の通行の用に供する

ために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の

部分をいう。 

なお、道路交通法上は、自転車歩行者道という定義はなく、歩道として扱われる。 

本ガイドラインでは、「自転車歩行者道」と限定した記述をしない限り、「歩道」

には自転車歩行者道を含むものとする。 

 

11) 歩道 

道路構造令では、第２条第１号において、専ら歩行者の通行の用に供するために、

縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分と規

定しており、道路交通法上も、歩道として扱われる。 

ただし、本ガイドラインでは 10）のように、「自転車歩行者道」と限定した記述

をしない限り、「歩道」には自転車歩行者道を含むものとする。 
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12) 路肩 

道路構造令第２条第 12号に規定する、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効

用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる

帯状の道路の部分をいう。 

 

13) 路側帯 

道路交通法第２条第３号の４に規定する、歩行者の通行の用に供し、又は車道の

効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない

側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたもの

をいう。 

 ※路肩と路側帯の関係については、下図を参考とされたい。 

 

 

 

14) 自転車横断帯 

道路交通法第２条第１項第４号の２に規定する、道路標識等により自転車の横断

の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 

 

15) 停車帯 

道路構造令第２条第 14号に規定する、主として車両の停車の用に供するために設

けられる帯状の車道の部分をいう。 

 

16) 道路標識 

道路交通法第２条第１項第 15号に規定する、道路の交通に関し、規制又は指示を

表示する標示板をいい、種類、様式等については道路標識、区画線及び道路標示に

関する命令第１条～第４条により規定される。 

 

車道 

歩道 路肩 車道 

歩道 車道 

【道路構造令】 

【道路交通法】 

路肩 

路側帯 車道 

【道路構造令】 

【道路交通法】 

②歩道がない場合 

①歩道がある場合 

路肩 車道 

路側帯 車道 

車道外側線 

【道路構造令】 

【道路交通法】 

※ の枠内には以下の場合もある。 

車道外側線 車道中央線 

車道外側線 車道中央線 
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17) 看板 

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に規定されていない、法定外の内容

を表示する看板をいう。 

 

18) 道路標示 

道路交通法第２条第１項第 16号に規定する、道路の交通に関し、規制又は指示を

表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字

をいい、種類、様式等については道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第８

条～第 10条により規定される。 

 

19) 区画線 

道路法第 45条第１項における、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図

るため、必要な場所に設けられるものをいい、道路標識、区画線及び道路標示に関

する命令第５条及び第６条に規定される区画線をいう。 

具体には同命令別表第４で規定される様式に従って道路鋲、ペイント、石等によ

り路面に描かれた線、記号又は文字をいう。 

 

20) 路面表示 

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に規定されていない、法定外の路面

に描かれた表示で、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。 

 

21) 分離工作物 

道路の部分において、自動車、自転車、歩行者の通行空間を区画するための縁石

線又は柵その他これに類する工作物をいう。 

 

3.2 字句の意味 

末尾に用いられる字句については、以下の考えに基づき使用している。 

 

①～するものとする。～する必要がある。 

法令や通達、条例において規定されているもの。その他、必要性が高く特に推奨

するもの。     

 

②～を基本とする。～することが望ましい。 

記載した内容による運用を推奨するもの。 

 

③～することが考えられる。～できる。 

記載した内容による運用を例示的に示したもの。 

 



 

 

 

 

 

Ⅰ．自転車ネットワーク形成の進め方 
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本章では、自転車ネットワーク計画の作成手順を示すとともに、各段階における技術検

討項目及びコミュニケーション・合意形成項目の基本的な考え方を示す。 

 

1. 自転車ネットワークに関する計画策定から完成までの手順 

(1)自転車ネットワーク計画の対象エリアの設定 

市町村自転車活用推進計画における基本方針、計画目標、自転車通行空間の整

備に関する施策を踏まえ、自転車ネットワーク計画の対象エリアを設定するもの

とする。 

なお、優先的に計画策定を行うエリアを設定し、その整備の進捗を踏まえ段階

的に自転車ネットワーク計画の対象エリアを拡大する方法も考えられる。 

 

(2)自転車ネットワーク路線の選定 

自転車ネットワーク計画の対象エリア内の施設立地、自転車の主要な動線にお

ける道路状況等の整理を行う。その整理を踏まえ、自転車の車道通行を基本とし、

安全かつ円滑な交通を確保できる空間を連続的に提供する面的な自転車ネットワ

ーク路線を選定するものとする。 

 

(3)整備形態の選定 

自転車ネットワーク路線毎に交通状況等を踏まえて適切な区間設定を行い、自

転車道、自転車専用通行帯等の自転車通行空間の整備形態を選定するものとする。 

整備形態は、後述する自動車の速度と交通量を勘案して選定した完成形態（図 

I-７参照）を基本とする。 

新設道路では完成形態を選定するものとする。既設道路では道路空間の再配分

や道路拡幅を含めて完成形態の整備が可能か検討した上で完成形態を選定するも

のとし、完成形態での整備が当面困難であり、かつ現に車道を通行する自転車利

用者や、今後、車道通行に転換する可能性のある自転車利用者の安全性を速やか

に向上させなければならない場合には、車道通行を基本とした暫定形態を選定す

るものとする。 

なお、暫定形態での整備後、整備優先度に応じて、計画的に完成形態で再整備

するものとする。道路や交通の状況が変化した場合には、必要に応じて、完成形

態による整備の可能性の検討や完成形態の見直しを行うものとする。 

 

(4)自転車ネットワーク計画の決定 

上記(1)～(3)についての検討結果を踏まえ、市民など関係者とコミュニケーシ

ョン・合意形成を図りながら、緊急度に応じた整備優先度や整備スケジュールを

検討した上で、完成形態としての自転車ネットワーク計画を決定するものとする。

一部に暫定形態を選定する場合には、暫定形態の選定区間を合わせて示すものと

する。 
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(5)整備の実施 

整備スケジュールをもとに、社会資本総合整備計画等への反映や、整備形態

（完成形態・暫定形態）に関する詳細な検討、設計を行い、順次、自転車通行空

間を整備するものとする。 

自転車ネットワークの適切な利用を促し、整備効果を最大限に発揮させるため、

分かりやすい案内方法についても検討、整備するものとする。 

 

(6)モニタリング 

整備を行う路線・区間について、自転車通行空間の利用率など利用動向の変化

や事故削減効果など地域社会への波及効果について、モニタリング項目と計測手

法等を検討し、継続的にモニタリングを行うものとする。 

 

(7)計画の評価、見直し 

自転車ネットワーク計画の整備状況やモニタリング結果、利用者アンケート等

により計画全体の評価を行い、必要に応じて、自転車ネットワーク計画の見直し

を行うものとする。 
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図 I-１ 自転車ネットワークに関する計画策定から完成までの全体フロー 

  

計画検討体制の構築と維持活用
・行政機関や地元住民、道路利用者等の幅広い関係者が計画策定に参画できる体制を構築
・計画策定段階に構築した検討体制を継続し、計画策定、整備の実施、ネットワーク計画完成後に発生する課題への対応や計画の達成状況の評価と見直し等を実施

2.1 自転車ネットワーク計画の対象エリアの設定
（必要に応じて、優先的計画策定エリアの設定）

計画検討手順技術検討項目

・地方版自転車活用推進計画における基本方針、計画目標
の確認
・完成時の自転車ネットワークの広がりを市民に示す自転車
ネットワーク計画対象エリアを設定
・必要に応じて、優先的計画策定エリアを設定し、段階的に
拡大することを検討

・交通状況を踏まえた整備形態（完成形態）の選定
・整備の可能性の検討
・道路又は交通状況により完成形態の整備が当面困難な場
合は、暫定形態の適用を検討
・代替路の検討
・ネットワーク路線のうち、優先的に整備する個別路線につ
いては必要に応じて詳細な構造等を検討

2.2 自転車ネットワーク路線の選定

2.3 整備形態の選定
(完成形態・暫定形態)

2.3 整備形態の選定

2.4 自転車ネットワーク計画の決定
（完成形態の自転車ネットワーク計画、暫定形態を適用する場合の自転車ネットワーク計画）

優
先
的
計
画
策
定
エ
リ
ア
・計
画
の
見
直
し
が
必
要
な
場
合

計画検討の開始

暫
定
整
備
後
、
整
備
優
先
度
に
応
じ
て
整
備
形
態
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
場
合

自転車ネットワーク計画の作成

地域の実情にあわせ、必要
に応じて実施

パブリックインボルブメント

・整備優先度の検討
・整備スケジュールの検討

・地域の施設立地、道路状況等の整理
・自転車ネットワーク路線の選定の考え方

2.2 自転車ネットワーク路線の選定

2.4 自転車ネットワーク計画の決定

2.1 自転車ネットワーク計画の対象エリアの設定

・社会資本総合整備計画等への反映
・整備形態(完成形態・暫定形態）に関する詳細設計、整備
・分かりやすい案内看板等の整備

a)法定外の看板、路面表示の統一
b)自転車ネットワーク路線への案内

2.5 整備の実施

2.6 モニタリング

地域全体での自転車ネットワークの完成

2.5 整備の実施

2.7 計画の評価、見直し

・利用動向の変化や地域社会への波及効果について、モニ
タリングを実施

2.6 モニタリング

・計画全体を評価し、必要に応じて、見直しを実施
・優先的計画策定エリアを設定の場合、計画の見直しによる
計画策定エリアの拡大

2.7 計画の評価、見直し
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2. 各作成手順における技術検討項目及びコミュニケーション・合意形成項目 

2.1 自転車ネットワーク計画の対象エリアの設定 

(1)技術検討項目 

1)基本方針、計画目標の確認 

市町村自転車活用推進計画における基本方針、計画目標を確認するものとする。

なお、自転車通行空間整備の観点から不足がある場合には、市町村自転車活用推

進計画の見直し又は自転車ネットワーク計画における設定を行うものとする。 

 

2)自転車ネットワーク計画の対象エリアの設定 

自転車ネットワーク計画の対象エリアを設定するものとする。 

なお、自転車ネットワーク計画の対象エリアは、自転車ネットワーク計画の広

がりを市民に示すものであり、この時点では、必ずしも明確にせず、対象とする

市区町村全域や市街地エリア全体など大まかな設定でもよいものとする。 

 

図 I-２ 対象エリアのイメージ 

 

整備効果を早期に発現させるため、自転車ネットワーク計画の対象エリアの中

でも優先的に計画策定を行うエリア（以下「優先的計画策定エリア」という。）を

設定し、段階的に拡大することも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 I-３ 優先的計画策定エリアを設定し、段階的に拡大する場合のイメージ 

商業地

駅

観光地

郊外住宅地

市街地

学校

駅
学校

郊外住宅地
観光地

優先的計画
策定エリア

商業地

駅

観光地

郊外住宅地

市街地

学校

駅
学校

郊外住宅地
観光地

優先的計画策定エリアの
自転車ネットワーク計画
策定並びに事業実施

自転車ネットワーク
計画の対象エリア

の設定

商業地

駅

観光地

郊外住宅地

市街地

学校

駅
学校

優先的計画
策定エリア

郊外住宅地
観光地

段階的に拡大

優先的計画策定エリアを見直し、段階的に拡大

商業地

駅

観光地

郊外住宅地

市街地

学校

駅
学校

郊外住宅地
観光地
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図 I-５ シェアサイクルの利用状況や 

ポート位置の活用事例 

（出典：文京区自転車活用推進計画） 

図 I-６ スマートフォンの移動履歴の活用事例 

（出典：荒川区自転車活用推進計画） 

2.2 自転車ネットワーク路線の選定 

(1)技術検討項目 

1)地域の施設立地、道路状況等の整理 

表 I-１を参考に、自転車ネットワーク計画の対象エリア内において、自転車ネ

ットワーク路線で結ぶべき自転車の主要な発着地となる施設等の立地、自転車の

主要な動線となっていると考えられる既存の道路網、それら道路網における交通

の状況（自動車の交通量及び速度並びに自転車の交通量）、道路空間の状況（幅員、

車線数）、交通規制の状況、及び当該道路が担うべき機能等の現状並びに将来の見

通しについて、必要なデータの収集や調査を行い、GIS等を用いて整理する。 

自転車ネットワーク計画を位置付けた市町村自転車活用推進計画を策定する場

合は、共通して利用可能な情報について、合理的に取得・整理することが望まし

い。 

自転車の主要な動線としては、幹線道路や旧街道筋のほか、河川や鉄道に沿っ

て連続的に通行できる経路等も考えられる。自転車の動線が想定しづらい場合は、

自転車利用の多い学校や企業等の協力を得て通行経路に関するアンケートを実施

することや、シェアサイクル事業者の協力を得て自転車プローブデータを活用す

ること、スマートフォンの移動履歴座標データ等を活用することも有効な方法で

ある。（図 I-５・６参照） 

観光・スポーツの観点から自転車の利用を促進したいルートを取り入れる場合

は、移動の合理性・利便性以外に、沿道の景色や歴史文化なども加味して、主要

な動線を計画することが考えられる。河川等によりルートが分断される場合は、

橋を新設すること等により移動時間を大きく短縮させることも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

交通量・事故の多い道路（ビッグデータからの抽出） 

※破線は他区管理 
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表 I-１ 地域の施設立地、道路状況等の整理の把握に必要な情報及びその収集方法の例 

分野 必要な情報 収集方法等 

施設

立地

状況 

･自転車利用の起終点となる施設（鉄道駅、バスターミナ

ル、船着場、地域の核となる商業地･商業施設、観光施

設、中学校・高校･大学、行政庁舎･図書館･公園･スポーツ

施設等の公共施設、規模の大きい集客施設、大規模工場･

企業）等 

･主なシェアサイクルポート 

･主な駐輪場の位置、規模 

地図、自転車利用者へのアンケ

ート調査、駐輪台数調査等 

シェアサイクル事業者からの情

報提供 

観光

利用 

･立ち寄りを期待する景勝地、文化施設、歴史的建造物等 

･地域の魅力を感じる飲食その他の店舗、温泉施設等 

･サイクリスト向けの拠点施設 

地域の観光マップ、パンフレッ

ト、商工観光課・観光協会等へ

のヒアリング 

交通

状況 

･自転車通行経路、自転車が集中する路線 

地図、高校生等へのアンケート

調査、シェアサイクル事業者か

らの情報提供等 

･自動車の交通量（12 時間、ピーク時）、走行速度 

･駐停車台数、駐停車の目的、駐停車車両の種類 

･路線バスの運行頻度 

道路交通センサス調査 

都市計画担当課、道路管理者、 

警察資料等 

現地調査 

道路 

空間 

の 

状況 

･道路幅員、車道部幅員、車線数 

･自転車通行空間の有無 

･停車帯、バス・タクシーベイ、駐車枠の有無 

道路管理台帳附図 

航空写真 

･無電柱化の実施状況 

･地下鉄出入口、鉄道・高架道路の柱その他動かし難い構造

物 

無電柱化計画 

現地調査 

･歩行者と自転車の錯綜状況、自転車の通行ルール遵守状況

（通行位置等の実態） 

現地調査、道路利用者へのアン

ケート調査等 

･複雑な交差点、立体交差、渡河部等における自転車動線の

現状 
現地調査、道路台帳等 

･自転車が関連する事故発生箇所と事故形態 交通事故オープンデータ等 

交通

規制 

状況

等 

･規制速度（ゾーン規制含む）、一方通行（自転車の除外の

有無）、駐車･駐停車禁止、バス専用通行帯、自転車通行止

め（車道）、歩行者専用（時間規制含む）、交差点処理状況

（左折専用車線の有無、左折専用現示の有無、歩車分離式

制御等）、環状交差点、自転車専用通行帯、特例特定小型

原動機付自転車・普通自転車歩道通行可 

･パーキング・メーター、パーキング・チケットの運用 

警察資料、現地調査等 

･自動車専用道路、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路 

（道路法） 

･自転車道 

道路管理者への確認、現地調査

等 

当該

道路

が担

うべ

き機

能 

･自動車による輸送を重視すべき道路 
都市計画マスタープラン 

重要物流道路指定区間 

･モール化された商店街等の歩行者を優先すべき路線 

･遊歩道、公園等の散歩道 

都市計画マスタープラン 

まちづくり計画 

商店街・公園管理者等へのヒア

リング等 

･バリアフリー特定経路 バリアフリー基本構想 

･地域住民のプライバシー、静穏な利用の観点から、自転車

も含めた通過交通を抑制すべき道路 

警察資料（ゾーン 30 等） 

地域地区計画 

その

他 

･地形の起伏、勾配 地理院地図、現地調査 

･夜間照明、防犯上の懸念 警察資料、現地調査 
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2)自転車ネットワーク路線の選定の考え方 

既存の道路ネットワーク及び計画中又は事業中の道路から、市町村自転車活用

推進計画における自転車通行空間整備に関する施策に即した自転車ネットワーク

路線を選定するものとする。その際、以下の①～⑨のような路線を適宜組み合わ

せて面的に選定するものとする。 

 

①地域内における自転車利用の主要路線としての役割を担う、公共交通施設、学

校、地域の核となる商業施設やスポーツ関連施設など大規模集客施設、観光拠

点、主な居住地区等を結ぶ路線 

②通学路、病院や福祉施設の周辺など自転車と歩行者の錯綜や自転車関連の事故

が多い路線の安全性を向上させるため、自転車通行空間を確保する路線 

③自転車通学路の対象路線（中学校、高等学校、大学等への接続路線） 

④地域の課題やニーズに応じて自転車の利用を促進する路線 

⑤沿道で新たに施設立地が予定されており、自転車の利用増加が見込まれる路線 

⑥自転車道、自転車専用通行帯、自転車専用道路が整備済である路線 

⑦並行する道路の新設等に伴い自動車交通が転換し、空間の再配分が可能な路線 

⑧新設道路（自動車専用道路、歩行者専用道路を除く） 

⑨その他自転車ネットワークの連続性の確保や自転車の活用を一層推進するため

に必要な路線 

 

なお、勾配が急な道路、構造上対応が難しい長大橋や長大トンネル等を含む既

存道路については、電動アシスト自転車の普及状況等も考慮しながら縦断線形の

見直しや自転車通行空間の確保、道路の改良等の検討を併せて行うものとする。

ただし、これら構造的な対策が困難な場合は、利用者の利便性を著しく損なわな

い範囲での代替路選定及びその案内誘導について検討するものとする。 

橋梁やトンネルなど整備後の構造変更が難しい構造物を含む新設又は更新予定

の道路について自転車ネットワーク路線に選定する場合は、あらかじめ自転車通

行空間を確保するものとする。ただし、自転車通行空間を確保することで著しく

不経済になる場合は、利用者の利便性を著しく損なわない範囲で適切な代替路を

選定することを検討するものとする。 

一方、歩行者が安心、快適に買い物を楽しむことのできる商店街など、自転車

ネットワーク路線に選定することが適切でない道路があることにも留意するもの

とする。 
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2.3 整備形態の選定 

(1)技術検討項目 

自転車ネットワーク路線について歩行者、自転車の安全性、快適性の向上の観

点から、路線毎に交通状況（自動車の規制速度、交通量等）や道路状況（道路横

断面構成）が変化する箇所を踏まえて、適切な区間設定を行い、「自転車道」、「自

転車専用通行帯」、「自転車と自動車を車道で混在（以下「車道混在」という。）」

のいずれかの自転車通行空間の整備形態を選定するものとする。 

 

1)交通状況を踏まえた整備形態の選定（完成形態） 

自転車は「車両」であるという大原則に基づき、図Ⅰ-７を参考に自転車が車道

を通行するための道路空間の整備形態について選定するものとする。 

この場合、「車道を通行する自転車」の安全性の向上の観点から、自動車の速度

や交通量を踏まえ、自転車と自動車を分離する必要性について検討するものとす

る。 

具体的には自動車の速度が高い道路（Ａ）では、自転車と自動車を構造物によ

り分離するものとする。また、速度が低く自動車交通量が少ない道路（Ｃ）では、

車道混在とするものとする。その中間にあたる交通状況の道路（Ｂ）では、車道

内で自転車と自動車の通行帯を分離するものとする。 

分離に関する目安は、以下を参考に検討するものとする。 

 （自転車と自動車を構造物により分離する目安） 

・自動車の速度が高い道路とは、自動車の速度が 50km/hを超える道路とする。 

（車道混在の目安） 

・自動車の速度が低く、自動車交通量が少ない道路とは、自動車の速度が 40km/h

以下かつ自動車交通量が 4,000台/日以下の道路とする。 

 

 

A 

自動車の速度※1が高い道路 

B 

A、C 以外の道路 

C 

自動車の速度※1が低く、 

自動車交通量が少ない道路 

自転車と自動車の分離 分   離 混 在 

整備形態※2 
自転車道 

(構造物による) 
自転車専用通行帯 

車道混在 

（矢羽根型路面表示等で注意喚起） 

目安※3 速度が 50km/h 超 A、C 以外の道路 
速度が 40km/h 以下、かつ 

自動車交通量が 4,000 台以下 

※１速度については原則として規制速度を用いるものとするが、当該道路の役割や沿道状況を踏まえた上で、必要に 

応じて実勢速度を用いるものとする。 

※２自転車通行空間は、自転車専用道路や自転車歩行者専用道路を活用することもできる。 

※３目安として参考に示したものであり、地域の課題やニーズ、交通状況を十分に踏まえた上で検討するものとする。 

必要と判断される場合には、完成形態が自転車専用通行帯である道路を自転車道、車道混在である道路を自転車 

道又は自転車専用通行帯により整備することができるものとする。 

 

 

 

 

図 I-７ 交通状況を踏まえた整備形態の選定（完成形態）の考え方 
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専 

用 

自 

転 

車 

専 

用 

 

整備形態 整備イメージ 

自転車道 

Ａ．自転車と自動車を構造物により分離する場合 

自転車 

専用 

通行帯 

Ｂ．車道内で自転車と自動車の通行帯を分離する場合 

車道混在  

Ｃ．車道混在とする場合 

図 I-８ 基本的な整備形態（イメージ） 
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歩道 車道
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自転車専用通行帯歩道

車道
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専用通行帯

車道

他の通行帯

民地側

自転車専用通行帯歩道

車道

 

歩道 自転車道

着色あり 着色なし 

幅の全部を着色 幅の一部を着色 

歩道のある道路 歩道のない道路 

車道歩道

矢羽根型路面表示等で注意喚起 

 

矢羽根型路面表示等を設置 

 

民地側

自転車専用通行帯歩道

車道

縁石線等

歩道 自転車道 (自動車の)車道
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2)整備の可能性の検討 

①検討方法 

新設道路では 1)で選定した完成形態で整備するものとし、既設道路では道路空

間の再配分や道路拡幅を含めて完成形態の整備が可能か検討するものとする。 

既設道路の検討に際しては、限られた道路幅員の中で自転車の安全かつ円滑な

通行を確保するため、空間再配分により自転車道や自転車専用通行帯の整備が可

能かどうか、交通状況に応じて道路構造令で規定する特例規定も含めた最小幅員

を考慮して検討するものとする。特に、無電柱化や地下鉄工事、道路排水設備や

植栽の更新など歩車道境界の一時撤去と再構築を伴う工事を行う際は、機会を逃

さず、断面構成の見直しを検討することが必要である。 

周辺道路の整備や、立地の変化に伴うパークアンドライドなど交通需要マネジ

メントにより、自動車交通の転換が可能な道路では、車線数の削減や一方通行規

制等により生み出される空間の活用を検討するものとする。なお、路上駐停車が

あるものの交通の流れに支障が生じていない箇所などでは、停車帯や駐停車スペ

ースとの適切な組み合わせによる整備も考えられる。 

中心市街地や居住地区等における自動車交通や速度の抑制が望ましい道路にお

いては、規制速度の抑制を行った上で、自転車道から自転車専用通行帯、自転車

専用通行帯から車道混在へと完成形態を変更することも考えられる。また、バス

の円滑な運行も併せて確保する必要がある幹線道路では、第一通行帯をバス専用

通行帯として速度及び交通量を抑え、バスと自転車の混在とする方法も考えられ

る。 

積雪寒冷地においては、除雪を勘案して定めた道路の路肩を積雪時以外に活用

することを念頭に置いた自転車通行空間の整備を検討することが考えられる。 

ここで、既設道路において整備の可能性を検討する際の観点を表 I-２に示す。 
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表 I-２ 既設道路において整備の可能性を検討する際の観点 

 

  

項目 
自転車道や自転車専用通行帯の幅員を確保するために 

検討する際の観点 

関連する 

道路構造令の条項 

車線幅員  種級区分の見直し（１級下の適用）による幅員の縮小 

 交差点付近の車線幅員の縮小 

 右折車線・左折車線の幅員の縮小等 

第３条第２項 

第５条第４項 

第 27条 

第３項、第４項 

車線数  バイパス整備等による交通需要の変化を踏まえた車線の削減 

 現況交通量などを踏まえた車線の削減 

第５条 

第２項、第３項 

中央帯  中央帯幅員を最小値まで縮小又は省略 第６条 

第３項、第４項 

路肩  路肩の縮小又は省略 第８条第７項 

停車帯  停車需要が少ない場合の停車帯の縮小又は省略 第９条 

第１項、第２項 

歩道  自転車の車道通行を前提とした歩道の幅員の変更、縮小 

 

第 10条の２ 

第１項～第４項 

第 11条 

第１項～第５項 

歩道に 

路上施設を

設ける場合

に必要な幅

員、植樹帯 

 路上施設の合理的な設置 

 沿道施設の緑化状況を踏まえた植樹帯の縮小又は省略 

 植樹帯の一部を停車帯に転換し、両者を縦列に設置 

（停車帯とする箇所は路上施設を設置しない） 

第 10条の２第３項 

第 11条第４項 

第 11条の４ 

第１項～第４項 

 
   

検討項目 
自転車道や自転車専用通行帯、車道混在の整備のために 

検討する際の観点 
検討手法 

車線数  交差点の交通状況を踏まえた単路部の車線の削減 

 路上駐停車により使われていない車線の削減 

 並行道路等と組み合わせた一方通行規制による車線の削減 

ミクロシミュレーション

等で検証 

速度  規制速度の抑制、信号の調整による速度の抑制 ミクロシミュレーション

等で検証 

車両通行帯  バス専用通行帯の規制（自転車はバス専用通行帯で混在） 道路交通法第 20条 

第２項 

積雪地域に

存する除雪

を勘案して

定めた道路

の路肩 

 積雪地域に存する除雪を勘案して定めた道路の路肩の積雪期

以外の活用 

道路構造令 

第 11条の３ 

第１項～第４項 
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■道路空間を再配分する例 

 

図 I-９ 幅員 16mの道路において空間の再配分により自転車専用通行帯を確保する例 
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■道路空間を再配分する例  

 

図 I-10 幅員 22mの道路において空間の再配分により自転車専用通行帯を確保する例 
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■道路空間を再配分する例 

 

図 I-11 幅員 25mの道路において空間の再配分により自転車専用通行帯を確保する例 
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■道路空間を再配分する例 

 

図 I-12 幅員 30mの道路において空間の再配分により自転車道を確保する例 



















 

 

 

 

 

Ⅱ．自転車通行空間の設計 
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2. 単路部の設計 

2.1 整備形態別の設計 

ここでは、自転車道、自転車専用通行帯、車道混在の整備形態別に設計上の留意事項を

示す。 

 
 

2.1.1 自転車道 

 

○ 自転車道とは、専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他こ

れに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。（道路構造令

第２条第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本ガイドラインの自転車通行空間のイメージ、設計例においては、自転車通行空間を図上で分かりやす

く示すため全面に着色しているが、実際の路面着色については「1.2 道路標識・道路標示、看板・路面表

示等」によるものとする。 

自

転

車

専

用

自

転

車

専

用

自

転

車

専

用

自

転

車

専

用

自転車専用通行帯

自転車道

＜凡例＞

歩道

路肩

自転車道 交差道路は自転車専用通行帯

植樹帯 ・ 路上施設 ・ 中央帯

矢羽根型路面表示

車道

【自転車道がある道路の場合】 

中央帯 

車線 車線 歩道 車線 車線 歩道 

植樹帯 

自転車道 自転車道 

植樹帯 停車帯 停車帯 

縁石線又は柵等の工作物 縁石線又は柵等の工作物 
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置するものとし、規制標識「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行（326の

2-Ｂ）」を設置する場合は、必要に応じてオーバー・ハング方式等によるものと

する。 

・原則として、一方通行路の出口の左側の路端に車両の進入が禁止された方向に向

けて、補助標識「この自転車道」を附置した規制標識「車両進入禁止（303）」を

設置するものとする。また、建築限界を遵守する上で、必要に応じてオーバー・

ハング方式等を検討するものとする。 

・一方通行規制を実施した自転車道に指示標示「停止線（203）」を設置する場合は、

自転車道全幅に設置するものとする。 

・車両乗り入れ部から進入する自転車の逆走を防止するため、必要に応じ、進行方

向を示した路面表示等を設置するものとする。 

 

3)双方向通行の場合 

・双方向通行の自転車道においては、自転車の交錯を防ぐため、道路標示「中央線

（205）」を設置するものとする。 

・双方向通行の自転車道に指示標示「停止線（203）」を設置する場合、自転車道の

中央から左側部分に設置するものとする。 

 

 
写真Ⅱ-５ 停止線を設置した自転車道の事例 
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表Ⅱ-１ 図Ⅱ-12に用いる道路構造令の条文の考え方 

《幅員縮小又省略に関連する道路構造令の条文》 

※３（車線の分離等）第６条第３項 

車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。 

⇒中央帯の省略 

※４（車線の分離等）第６条第４項 

中央帯の幅員は、（略）次の表の中央帯の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、
（略）地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄
の下欄に掲げる値まで縮小することができる。 

区分 中央帯の幅員（単位 メートル） 

第三種 （略） 一．七五 一 

第四種 （略） 一  

⇒中央帯の縮小：1.0m まで縮小（第３種は表の右欄、第４種は表の左欄に該当） 

※５（路肩）第８条第７項 

歩道、自転車道（略）を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つた
めに支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができ
る。 

⇒路肩の省略 

※８（歩道）第１１条第３項 

歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては三・五メートル以上、その他の道路にあつては
二メートル以上とするものとする。 

  （自転車歩行者道）第１０条第２項 

自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては四メートル以上、その他の道路にあ
つては三メートル以上とするものとする。 

⇒歩道の幅員の変更（歩行者の交通量は多くないため、自転車歩行者道の幅員 3.0m から歩道の幅員 2.0m
に変更） 

※11（植樹帯）第１１条の４第２項 

２ 植樹帯の幅員は、一・五メートルを標準とするものとする。 

⇒植樹帯の幅員の変更（標準とする幅員を踏まえ、1.0m に変更） 

青文字：自転車道を確保するための工夫 
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2)幅員 40mの道路において空間の再配分により自転車道を確保する例 

現況道路を上段に、道路空間の再配分する例を下段に示す。（図Ⅱ-13） 

まちづくりやバイパス整備等により交通量が減少し、道路空間を再配分する検討

として、交通量や大型車の利用状況、通行量等を踏まえ、車線数の削減、路肩の省

略、駐停車スペース（停車帯）の併設、屈折車線の幅員の適用が考えられる。 

 

図Ⅱ-13 幅員 40mの道路において空間の再配分により自転車道を確保する例 
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＜凡例＞
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表Ⅱ-２ 図Ⅱ-13に用いる道路構造令の条文の考え方 
《幅員縮小又省略に関連する道路構造令の条文》 

※２（車線）第５条第３項 

（略）車線の数（略）当該道路の区分（略）に応じ、次の表に掲げる一車線当たりの設計基準交通量に
対する当該道路の計画交通量の割合によつて定めるものとする。 

区分 一車線当たりの設計基準交通量（単位 一日につき台） 

第四種 第一級 一二、〇〇〇 

第二級 一〇、〇〇〇 

⇒車線数の削減（設計基準交通量に照らし、車線数を見直し） 

※５（路肩）第８条第７項 

歩道、自転車道（略）を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つた
めに支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができ
る。 

⇒路肩の省略 

※６（停車帯）第９条第１項 

第四種の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必
要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。 

⇒駐停車スペース（停車帯）の併設 

※12（平面交差又は接続）第２７条第４項 

屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあつては三メートル、小型道路にあつては二・五メート
ルを標準とするものとする。 

⇒屈折車線の幅員の適用（交差点部の左折車線の幅員 3.0m） 

青文字：自転車道を確保するための工夫 

  

(8)整備後の歩道の扱い 

・自転車道の整備完了後は、歩道の特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道

通行可の交通規制を解除するものとする。 

 

(9)暫定形態 

・本項に定めるほか、自転車道の暫定形態としての自転車専用通行帯の整備にあた

っては、「2.1.2自転車専用通行帯」に基づき、設計を検討するものとする。 

・幅員の確保が困難である以外の理由により暫定形態としての整備を行う場合に

は、完成形態時の自転車道の幅員を確保するものとする。 

・自転車道の暫定形態として自転車専用通行帯を整備する区間にバス停を設ける

場合は、「2.2.1バス停部の設計 (2)自転車道」に基づき、停車帯を設ける場合は

「2.2.3駐車スペース・停車帯の併設 (3)自転車専用通行帯 2)自転車専用通行

帯の右側（車線側）に駐車スペースを設置する場合」に基づき、それぞれ設計を

検討するものとする。 

・暫定形態で整備したのち、整備優先度に応じて、計画的に完成形態で再整備する

ものとする。 
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2.1.2 自転車専用通行帯 

 

○ 自転車専用通行帯とは、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が

通行しなければならない車両通行帯として指定された車両通行帯をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

【自転車専用通行帯がある道路の場合】 
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車
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用

自 転 車 専 用

自転車専用

※2

※1 帯状路面表示があり、かつ、規制標示「専用通行帯（109の6）」
を用いる場合は、始点標識を省略することができる。

※2 規制標示「終わり（115）」を用いる場合は、終点標識を省略する
ことができる。

※1

＜凡例＞

歩道

植樹帯 ・ 路上施設

自転車専用通行帯

車道

矢羽根型路面表示

A-A’ 

車線 車線 歩道 

植樹帯 

自転車専用通行帯 自転車専用通行帯 

停車帯 

歩道 
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(1)幅員 

・幅員は、自転車の安全な通行を考慮し、1.5m以上を確保するものとする。交差点

の右折車線設置箇所で空間的制約がある場合などその他の特別の理由によりや

むを得ない場合は 1.0m まで縮小することができるが、局所的なものにとどめる

とともに、自転車が安全に通行できる幅員を 1.0m程度確保することが望ましい。 

 

(2)道路標識・道路標示、路面表示等 

・規制標示「車両通行帯（109）」に併せて、自転車専用通行帯を示す規制標識「専

用通行帯（327の 4）、又は規制標識「普通自転車専用通行帯（327の 4の 2）」又

は規制標示「専用通行帯（109の 6）」を設置するものとする。なお、規制標識「普

通自転車専用通行帯（327の 4の 2）」を設置する場合は、ドライバーからの視認

性に配慮し、始点部に規制標示「専用通行帯（109の 6）」を併設することを原則

とする。 

・規制標識「専用通行帯（327 の 4）、又は規制標識「普通自転車専用通行帯（327

の 4 の 2）」を設置する場合には、自転車専用通行帯の始まり及び終わりの地点

において、始点標識及び終点標識をそれぞれ設置するものとする。この場合、始

点標識には補助標識「始まり（505-Ｂ）」、終点標識には「終わり（507-Ｂ・Ｃ）」

をそれぞれ附置するものとする。 

・規制標識「専用通行帯（327の 4）」を設置する場合は、原則としてオーバー・ハ

ング方式によるものとするが、道路の状況等によりこれによりがたい場合は、オ

ーバー・ヘッド方式又はその他の方式（歩道橋、跨道橋等に共架）により当該専

用通行帯の上部に設置するものとする。 

・車両乗り入れ部から進入する自転車の逆走を防止するため、自転車のピクトグラ

ムと進行方向を示す矢印を設置するものとする。（図Ⅱ-１参照） 

・帯状路面表示の幅は、自転車専用通行帯の幅の全部もしくは一部のいずれかを選

択できるものとする。（図Ⅱ-４参照） 

・自転車専用通行帯の設置と併せて、駐停車禁止の規制の実施を検討するものとす

る。  





安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン                         Ⅱ．自転車通行空間の設計 

-Ⅱ-24- 

(3)一方通行道路における自転車専用通行帯規制 

・補助標識「自転車除く」が設置してある一方通行道路では、自動車の一方通行と

逆方向については自転車専用通行帯の規制を行うことはできない。このため、自

動車の一方通行とは逆方向の車道上に、自転車専用通行帯に準じた自転車通行空

間の幅員の確保及び路面表示を設置することが望ましい。 

 

図Ⅱ-15 一方通行道路に自転車専用通行帯を設置する場合の事例 

 

 

(4)整備後の歩道の扱い 

・自転車専用通行帯の整備完了後は、歩道の特例特定小型原動機付自転車・普通自

転車歩道通行可の交通規制を解除するものとする。 

 

(5)限られた道路幅員における自転車専用通行帯の整備イメージ 

ここでは、「Ⅰ. 2.3整備形態の選定 (1)技術検討項目 2)整備の可能性の検討」

に示す都市部に比較的多い幅員（16m、22m、25m）の道路について、限られた空間

の中で、自転車の安全かつ円滑な通行を確保するため、交通量や大型車の利用状況、

通行量等に応じて道路構造令の特例規定も考慮し、空間再配分により自転車専用通

行帯の整備の可能性を検討した整備イメージを例示する。 

なお、道路に求められる機能や安全性その他道路交通の状況によって、縮小又は

省略の考え方は異なることに留意するものとする。 

 

 

 

 

 

 

歩道 歩道 路肩 車道 
自転車専用 

通行帯 
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1)幅員 16mの道路において空間の再配分により自転車専用通行帯を確保する例 

現況道路を上段に、道路空間の再配分例を下段に例示する。（図Ⅱ-16） 

再配分の検討として、限られた空間において自転車専用通行帯を確保するため、

交通量や大型車の利用状況、通行量等を踏まえ、路肩の省略、停車帯の併設、路上

施設の幅員の確保、植樹帯の一部省略が考えられる。 

 

 

 

図Ⅱ-16 幅員 16mの道路において空間の再配分により自転車専用通行帯を確保する例 
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〈ケース〉
・補助幹線道路
・道路幅員16m
・車道２車線
・規制速度40km/h
・交通量9,000台/24h
・大型車交通量は少ない
・歩行者交通量は多くない
・住居地域
・停車需要あり

＜凡例＞

歩道

路肩

自転車専用通行帯

植樹帯 ・ 路上施設

矢羽根型路面表示

車道

停車帯１.5mを考慮*

自転車専用通行帯

*

※9 歩道に加える幅員（路上施設用）0.5mの確保
※10 植樹帯の一部省略






























































































































































